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有
事
法
制
関
係
法
案
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
三
月
九
日
、
有
事
関
連
七
法
案
と
関
連
三
条
約
の
承
認
案
を
閣
議
決
定
し
、
国
会
に
提
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
法
案

及
び
条
約
承
認
案
に
関
し
、
以
下
質
問
す
る
。

一

総
論

（
一
）

武
力
攻
撃
事
態
等
に
対
処
す
る
た
め
の
予
算
手
当
は
、
迅
速
、
か
つ
十
分
に
で
き
る
の
か
。

（
二
）

総
理
や
内
閣
に
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
の
対
応
は
、
十
分
か
。

（
三
）

国
会
の
機
能
が
不
測
の
事
態
で
停
止
し
た
場
合
の
対
応
は
、
ど
う
な
る
の
か
。

（
四
）

対
処
措
置
、
国
民
保
護
措
置
の
適
法
性
や
こ
れ
ら
の
措
置
に
係
る
損
失
補
填
の
公
正
性
を
担
保
す
る
仕
組
み
と
し

て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
い
る
の
か
。
迅
速
に
対
応
で
き
る
仕
組
み
が
要
請
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
五
）

「
緊
急
対
処
事
態
」
に
対
処
す
る
た
め
の
措
置
に
関
し
て
は
、
基
本
法
が
必
要
で
は
な
い
か
。

（
六
）

表
現
の
自
由
、
取
材
の
自
由
、
報
道
の
自
由
は
、
如
何
に
守
ら
れ
て
い
る
の
か
。

（
七
）

武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
に
基
づ
い
て
、
指
定
公
共
機
関
に
業
務
を
行
う
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

業
務
を
行
わ
せ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
て
も
個
別
具
体
的
な
法
律
の
規
定
が
必
要
で
は
な
い
か
。一



二

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
案
に
関
し
て

（
一
）

「
想
定
さ
れ
る
武
力
攻
撃
事
態
の
類
型
」
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
類
型
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

（
二
）

想
定
さ
れ
る
指
定
（
地
方
）
公
共
機
関
毎
に
、
そ
の
求
め
ら
れ
る
業
務
の
内
容
は
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

（
三
）

医
療
関
係
者
に
対
し
、
医
療
実
施
の
指
示
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
根
拠
は
、
何
か
。
医
療
関
係
者
が
、
一

般
の
国
民
と
は
違
う
特
別
の
地
位
、
権
力
関
係
等
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
根
拠
と
な
る
の
か
。

（
四
）

業
務
の
実
施
を
指
示
し
得
る
対
象
者
の
範
囲
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
対
象
者
は
、
公
共
性
の
あ
る
業

務
を
行
っ
て
い
る
者
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
五
）

避
難
住
民
の
輸
送
、
特
定
物
資
の
売
渡
し
、
土
地
等
の
利
用
、
医
療
の
実
施
な
ど
に
関
し
強
制
的
な
措
置
を
採
る

理
由
と
し
て
の
「
正
当
な
理
由
が
な
い
」
場
合
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
ま
た
、
具
体
的
場
面
に
お

い
て
、
そ
の
判
断
は
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
行
う
の
か
。

（
六
）

強
制
的
措
置
を
採
ら
れ
た
者
の
救
済
手
段
（
不
服
申
し
立
て
、
審
査
請
求
、
差
止
請
求
な
ど
）
は
、
ど
の
よ
う
な

仕
組
み
の
中
で
行
わ
れ
る
の
か
。

（
七
）

救
援
に
関
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
「
自
ら
所
要
の
救
援
を
行
う
」
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
ど

二



の
よ
う
な
救
援
を
ど
の
よ
う
に
行
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
。

（
八
）

法
律
に
代
わ
る
「
緊
急
政
令
」
を
制
定
す
る
必
要
性
が
考
え
ら
れ
る
措
置
の
内
容
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

が
考
え
ら
れ
る
の
か
。

（
九
）

外
国
人
に
関
す
る
安
否
情
報
に
つ
い
て
、
日
赤
に
特
別
の
義
務
を
課
し
て
い
る
根
拠
及
び
理
由
は
何
か
。

（
十
）

緊
急
輸
送
の
確
保
の
た
め
の
交
通
規
制
、
車
両
の
移
動
指
示
が
、
地
方
公
安
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
は
な

ぜ
か
。
緊
急
に
対
応
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

（
十
一
）

国
民
保
護
措
置
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
者
で
あ
る
「
実
施
の
責
め
に
任
ず
る
者
」
と
は
、
具
体
的
に
誰
か
。
例

え
ば
、
指
定
（
地
方
）
公
共
機
関
も
含
ま
れ
る
の
か
。

（
十
二
）

「
緊
急
対
処
事
態
」
を
認
定
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
「
武
力
攻
撃
の
手
段
に
準
ず
る
手
段
」
と
は
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
手
段
か
。

三

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
案
に
関

し
て「

武
力
攻
撃
予
測
事
態
」
と
「
周
辺
事
態
」
と
が
併
存
す
る
場
合
、
「
周
辺
事
態
」
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
弾
薬
の
提

三



供
が
「
武
力
攻
撃
予
測
事
態
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
何
に
し
て
確
保
で
き
る
の
か
。

四

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
特
定
公
共
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
法
律
案
に
関
し
て

（
一
）

「
道
路
の
利
用
に
関
す
る
指
針
」
の
中
で
、
一
般
の
道
路
利
用
者
に
対
す
る
規
制
は
行
い
得
る
の
か
。
行
い
得
る

と
す
る
と
、
そ
の
法
的
根
拠
は
ど
う
な
る
の
か
。

（
二
）

港
湾
、
空
港
、
道
路
の
利
用
に
関
し
、
対
処
措
置
と
国
民
保
護
措
置
と
が
競
合
す
る
場
合
の
優
先
順
位
は
ど
う
な

る
の
か
。

五

国
際
人
道
法
の
重
大
な
違
反
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
案
に
関
し
て

（
一
）

こ
の
法
律
で
処
罰
で
き
る
者
の
範
囲
は
、
ど
こ
ま
で
か
。
元
首
へ
の
適
用
も
あ
る
の
か
。

（
二
）

こ
れ
ら
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
公
訴
時
効
は
あ
る
の
か
。

六

武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
案
に
関
し
て

外
国
軍
用
品
と
そ
れ
を
輸
送
す
る
船
舶
に
つ
い
て
、
平
時
に
お
け
る
規
制
措
置
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
武
力
攻
撃
予
測
事
態
に
お
け
る
規
制
措
置
は
必
要
な
い
の
か
。

七

武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
案
に
関
し
て

四



（
一
）

捕
虜
等
が
逃
走
し
た
場
合
、
捕
虜
等
警
備
自
衛
官
と
警
察
官
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
協
力
し
て
対

処
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
警
察
官
は
再
拘
束
等
の
権
限
を
有
し
な
い
の
か
。

（
二
）

捕
虜
資
格
認
定
等
審
査
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
出
・
任
命
す
る
の
か
。

八

自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
関
し
て

米
軍
や
自
衛
隊
が
武
力
行
使
を
行
っ
て
い
る
場
合
で
も
な
い
の
に
、
米
軍
に
対
す
る
物
品
の
提
供
の
対
象
か
ら
武
器
（
弾

薬
を
含
む
）
が
除
外
さ
れ
る
理
由
は
、
何
か
。

九

日
米
物
品
役
務
相
互
提
供
協
定
の
改
正
協
定
に
関
し
て

（
一
）

改
正
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
協
定
と
日
米
安
全
保
障
条
約
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
二
）

今
回
の
改
正
協
定
（
即
ち
、
新
第
六
条
の
規
定
）
が
無
い
と
、
そ
れ
ぞ
れ
ペ
ル
シ
ャ
湾
や
イ
ラ
ク
に
派
遣
さ
れ
て

い
る
自
衛
隊
と
米
軍
と
の
間
で
物
品
役
務
の
提
供
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
。

（
三
）

ペ
ル
シ
ャ
湾
や
イ
ラ
ク
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
自
衛
隊
か
ら
、
米
軍
に
物
品
役
務
の
提
供
を
行
う
場
合
、
米
軍
は
、

こ
の
協
定
の
改
正
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
提
供
を
受
け
ら
れ
な
い
の
か
。

（
四
）

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
米
軍
に
よ
る
日
本
国
内
の
施
設
利
用
の
根
拠
は
、
何
か
（
地
位
協
定
第
五
条
�
、
�

五



か
）
。

（
五
）

自
衛
隊
が
米
軍
か
ら
物
品
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
法
的
根
拠
は
何
か
。

（
六
）

自
衛
隊
と
米
軍
と
の
間
の
物
品
役
務
提
供
に
関
し
、
受
け
入
れ
及
び
提
供
に
対
す
る
量
的
統
制
は
、
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
事
後
チ
ェ
ッ
ク
は
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
。

十

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
�
追
加
議
定
書
に
関
し
て

（
一
）

本
議
定
書
に
よ
っ
て
は
、
劣
化
ウ
ラ
ン
弾
の
使
用
は
制
約
さ
れ
な
い
の
か
。

（
二
）

国
際
刑
事
裁
判
所
に
参
加
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

十
一

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
�
追
加
議
定
書
に
関
し
て

こ
の
議
定
書
を
批
准
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ラ
ク
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
自
衛
隊
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

十
二

そ
の
他
に
関
し
て

（
一
）

非
核
三
原
則
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
担
保
さ
れ
る
か
。

（
二
）

北
朝
鮮
の
軍
事
力
は
、
我
が
国
に
と
っ
て
、
ど
の
程
度
脅
威
な
の
か
。
ま
た
、
そ
の
他
の
我
が
国
周
辺
諸
国
の
軍

事
的
脅
威
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

六



（
三
）

（
指
定
公
共
機
関
と
し
て
）
民
間
航
空
、
民
間
輸
送
船
が
武
器
・
弾
薬
輸
送
の
協
力
を
求
め
ら
れ
る
可
能
性
は
あ

る
の
か
。
あ
り
得
る
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
に
基
づ
い
て
協
力
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
場

合
の
安
全
性
の
確
保
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

七


